別表１（第３条第１項関係）

興部町障害者等移動支援事業における事業委託の要件及び職員の配置基準等について

１　委託事業者の要件
　　町長が、興部町障害者等移動支援事業を委託できる事業者は、原則として、次のいずれかに該当する事業者とする。
　（１）障害者総合支援法に基づく指定居宅介護事業者
　（２）障害者総合支援法に基づく基準該当居宅介護事業者

２　職員等の配置基準
　　職員等の配置員数については、次のとおりとする。
	区　　分
	職　種・資　格
	員　　　　　数

	管理者
	
	常勤１名
　管理上支障がない場合、当該事業所の他職務、又は、同一敷地内の事業所・施設の職務に従事可

	サービス提供責任者
	介護福祉士、ホームヘルパー養成研修１級課程の修了者、ホームヘルパー養成研修２級課程の修了者であって３年以上介護等の業務に従事した者
	事業所ごとに、従事者のうち１人以上

	サービス提供職員
	介護福祉士、ホームヘルパー養成研修１級、２級又は３級課程の修了者
	３人以上



３　委託契約締結に伴う届出書類等について
　　委託契約の締結にあたり、次の書類等の提出を受けることとする。
　（１）移動支援事業実施届出書
　（２）移動支援事業の主たる対象者を特定する理由等
　（３）事業所の平面図
　（４）設備・備品等一覧
　（５）運営規定等
　（６）管理者経歴書
　（７）サービス提供責任者経歴書
